
議案第１６号 

八幡浜市障害者福祉給付金条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  平成３０年２月２７日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市障害者福祉給付金条例の一部を改正する条例 

八幡浜市障害者福祉給付金条例（平成１７年条例第１３３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（受給資格） （受給資格） 

第２条 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年

厚生省令第１５号）別表第５号身体障害者障害程

度等級表６級までの者で身体障害者手帳を有す

るもの、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３

７号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所

又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

１２条に規定する児童相談所において、知的障害

者と判定された者で療育手帳を有するもの並び

に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項

に定める表の障害等級３級までの者で精神障害

者保健福祉手帳を有するもので、７月１日現在、

本市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され

ている者（施設等入所者を除く。）で市長が認定

したものに支給する。 

第２条 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年

厚生省令第１５号）別表第５号身体障害者障害程

度等級表６級までの者で身体障害者手帳を有す

るもの、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３

７号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所

又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

１５条に規定する児童相談所において、知的障害

者と判定された者で療育手帳を有するもの並び

に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項

に定める表の障害等級３級までの者で精神障害

者保健福祉手帳を有するもので、７月１日現在、

本市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され

ている者（施設等入所者を除く。）で市長が認定

したものに支給する。 

（支給額及び支給方法） （支給額及び支給方法） 

第３条 給付金の年額は、次の表に定める額とし、

毎年７月にこれを支給する。 

第３条 給付金の年額は、次の表に定める額とし、

毎年７月にこれを支給する。 

受給資格 支給額 

身体障害者手帳１級及び２級の者 ５，０００円 

身体障害者手帳３級及び４級の者 ４，０００円 

身体障害者手帳５級及び６級の者 ３，０００円 

療育手帳制度の判定記録Ａの者 ５，０００円 

療育手帳制度の判定記録Ｂの者 ４，０００円 

精神障害者保健福祉手帳１級の者 ５，０００円 

精神障害者保健福祉手帳２級の者 ４，０００円 

精神障害者保健福祉手帳３級の者 ３，０００円 
 

受給資格 支給額 

身体障害者手帳１級及び２級の者 ６，０００円 

身体障害者手帳３級及び４級の者 ５，０００円 

身体障害者手帳５級及び６級の者 ４，０００円 

療育手帳制度の判定記録Ａの者 ６，０００円 

療育手帳制度の判定記録Ｂの者 ５，０００円 

精神障害者保健福祉手帳１級の者 ６，０００円 

精神障害者保健福祉手帳２級の者 ５，０００円 

精神障害者保健福祉手帳３級の者 ４，０００円 
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附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

  障害者福祉給付金支給に係る制度の見直しに伴い、所要の改正を行うため。 
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